
 
 

 

 

  

マルタ島の法律事務所 Chetcuti Cauchi 

Adovocatesの Matthew Debono氏と

Sam Wu氏が表敬訪問（2018年 7月 31

日） 

 

Chetcuti Cauchi Adovotates 

 1990年代に設立され、現在パートナー

弁護士 6名による中規模事務所。現在、

マルタ島をはじめ、キプロス、ロンド

ン、チューリッヒにオフィスを有する。 

 主に外国投資家に対し、市民権取得、

会社設立、税務のアドバイスをするほ

か、仮想通貨取引所の開設・イニシャ

ルコインオファリング（ICO）のサポ

ートまで手がける。 

 

事務所サイト：https://www.ccmalta.com/home 

（後列左から）Mr. Sam Wu、雨宮弁護士 

（前列左から）Mr. Matthew Debono、小島弁護士 


